
 

 

２ 短時間労働者の賃金 

(1) 性別にみた賃金 

短時間労働者の１時間当たり賃金は、男女計 1,412 円、男性 1,657 円、女性 1,312 円となっ

ている。 

男女別に１時間当たり賃金を年齢階級別にみると、１時間当たり賃金が最も高い年齢階級は、

男性では 40～44 歳で 2,506 円、女性では、30～34 歳で 1,488 円となっている。（第８図、第

10 表） 

 

第８図 短時間労働者の性、年齢階級別１時間当たり賃金 

 

 

第 10 表 短時間労働者の性、年齢階級別１時間当たり賃金、 

            対前年増減率及び年齢階級間賃金格差 

令和５年

対前年
増減率
（％）

年齢階級間
賃金格差

（20～24歳＝
100）

対前年
増減率
（％）

年齢階級間
賃金格差

（20～24歳＝
100）

対前年
増減率
（％）

年齢階級間
賃金格差

（20～24歳＝
100）

    年齢計1) 1,412 3.3 117.5 1,657 2.0 135.4 1,312 3.3 111.7

　　～１９歳 1,103 4.6 91.8 1,121 6.1 91.6 1,090 3.6 92.8

２０～２４ 1,202 4.8 100.0 1,224 6.7 100.0 1,175 2.4 100.0

２５～２９ 1,427 6.6 118.7 1,538 8.5 125.7 1,359 4.9 115.7

３０～３４ 1,629 0.1 135.5＊ 2,052 -5.5 167.6 1,488 2.1 126.6

３５～３９ 1,541 -2.5 128.2 2,219 -9.0 181.3 1,395 -1.1 118.7

４０～４４ 1,561 3.4 129.9 2,506 2.9 204.7 1,404 3.4 119.5

４５～４９ 1,474 2.9 122.6 2,333 0.1 190.6 1,336 2.2 113.7

５０～５４ 1,452 5.3 120.8 2,143 2.4 175.1 1,346 5.8 114.6

５５～５９ 1,467 3.2 122.0 2,284 0.3 186.6 1,329 3.7 113.1

６０～６４ 1,528 9.7 127.1 2,268 21.1 185.3 1,324 5.8 112.7

６５～６９ 1,464 4.8 121.8 1,764 5.0 144.1 1,288 4.4 109.6

年齢(歳) 45.2 41.9 46.6

勤続年数(年) 6.3 5.2 6.7

実労働日数(日) 14.4 13.0 14.9

１日当たり所定内
実労働時間数(時間)

5.3 5.3 5.3

注：　１）年齢計には70歳以上の労働者を含む。

年齢階級

男女計 男 女

１時間
当たり
賃金

（円）

１時間
当たり
賃金

（円）

１時間
当たり
賃金

（円）

 



 

 

(2) 企業規模別にみた賃金 

企業規模別に１時間当たり賃金をみると、男女計では、大企業 1,358 円、中企業 1,526 円、

小企業 1,396 円となっている。男女別にみると、男性では、大企業 1,516円、中企業 1,920 円、

小企業 1,677 円、女性では、大企業 1,287 円、中企業 1,381 円、小企業 1,291 円となっている。

（第 11 表） 

 

第 11 表 短時間労働者の企業規模、性別１時間当たり賃金、 

            対前年増減率及び企業規模間賃金格差 

令和５年

対前年
増減率
（％）

企業規模間
賃金格差

（大企業＝
100）

対前年
増減率
（％）

企業規模間
賃金格差

（大企業＝
100）

対前年
増減率
（％）

企業規模間
賃金格差

（大企業＝
100）

大企業 1,358 3.9 100.0 1,516 4.0 100.0 1,287 3.0 100.0

中企業 1,526 2.2 112.4 1,920 -1.5 126.6 1,381 4.1 107.3

小企業 1,396 4.3 102.8 1,677 6.5 110.6 1,291 3.3 100.3

企業規模

男女計 男 女

１時間
当たり
賃金

（円）

１時間
当たり
賃金

（円）

１時間
当たり
賃金

（円）

 

 

(3) 産業別にみた賃金 

産業別に１時間当たり賃金をみると、男女計では「教育，学習支援業」（2,584 円）、

男性では「医療，福祉」（3,981 円）、女性では「教育，学習支援業」（2,189 円）が最も

高くなっている（第 12 表）。 

 

第 12 表 短時間労働者の産業、性別１時間当たり賃金及び対前年増減率 

令和５年

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

鉱業，採石業，砂利採取業 1,299 -1.1 1,365 -6.5 1,223 3.5

建設業 1,577 11.9 1,769 10.2 1,430 12.4

製造業 1,171 -0.5 1,317 -5.0 1,132 0.9

電気・ガス・ 熱供給・水道業 1,579 -2.8 1,803 -2.1 1,400 -1.3

情報通信業 1,633 7.4 1,732 -23.5 1,599 22.9

運輸業，郵便業 1,289 4.2 1,425 6.4 1,188 2.5

卸売業，小売業 1,204 5.9 1,268 8.6 1,176 4.4

金融業，保険業 1,640 6.0 2,087 1.5 1,603 7.1

不動産業，物品賃貸業 1,252 0.3 1,232 -3.8 1,264 3.0

学術研究，専門・技術サービス業 1,712 1.2 2,098 -5.6 1,545 5.9

宿泊業，飲食サービス業 1,136 2.8 1,141 2.3 1,134 3.1

生活関連サービス業，娯楽業 1,254 3.6 1,281 6.2 1,241 2.3

教育，学習支援業 2,584 5.6 3,193 6.7 2,189 6.7

医療，福祉 2,017 6.9 3,981 10.2 1,608 3.9

複合ｻｰﾋﾞｽ事業 1,297 0.2 1,374 -2.5 1,259 2.1

サービス業（他に分類されないもの） 1,269 2.0 1,306 2.2 1,252 1.8

１時間当たり
賃金（円）

１時間当たり
賃金（円）

１時間当たり
賃金（円）

産　業

男女計 男 女

 


